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令和 5年第 5回網走市教育委員会会議録 

 

 令和 5年 4月 28日（金）午後 1時 30分 西庁舎２階会議室に招集した。 

 

1．出席者は次のとおりである。 

   教育委員  中山 真弓 ・ 佐々木 砂宗 ・ 池田 真哲 （欠席：富永 雄一） 

教育長   岩永 雅浩 

 

2．会議の議案は、次のとおり。 

議案第１号 網走市教育委員会が保有する個人情報の保護に関する規則制定について 

【公開】【原案可決】 

議案第２号 網走市教育支援委員会委員の委嘱について【公開】【原案可決】 

議案第３号 網走市学校保健委員会委員の委嘱について【公開】【原案可決】 

議案第４号 網走市奨学生選考委員会委員の委嘱について【公開】【原案可決】 

議案第５号 網走市サン育英奨学金選考委員会委員の委嘱について【公開】【原案可決】 

議案第６号 網走市いじめ問題調査委員会委員の委嘱について【公開】【原案可決】 

議案第７号 網走市教育委員会職員の任免について【公開】【原案可決】 

議案第８号 網走市社会教育委員の委嘱について【公開】【原案可決】 

議案第９号 網走市博物館協議会委員の委嘱について【公開】【原案可決】 

議案第 10号 網走市図書館協議会委員の委嘱について【公開】【原案可決】 

 

 

3．説明のため出席した者は、次のとおり。 

   学校教育部長    北 村 幸 彦 

社会教育部長    吉 村   学 

学校教育部次長   大 垣  正 紀 

学校教育課長    高 橋 善 彦 

図書館長      細 川 英 司 

博物館       米 村   衛 

  

4．会議の書記は、次のとおり。 

   学校教育課庶務係長 小 澄   晃 

 

5．会議の署名委員は、次のとおり。 

   本日出席委員全員および教育長 
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岩永教育長      ただ今から令和５年第５回網走市教育委員会を開会いたします。 

 本日の出席委員は教育委員３名と教育長が出席しております。富永委員か

らは、欠席との連絡がございました。 

 本日の会議録署名委員の指名ですが、出席をされている委員全員と教育長

といたします。 

  

 次に、教育行政について、事務報告をお願いいたします。 

 

北村学校教育部長     ３月１０日から４月２８日までの学校教育部事務報告 

吉村社会教育部長     ３月１０日から４月２８日までの社会教育部事務報告 

 

岩永教育長      ただ今、報告のありました教育行政について、ご質問等ございませんか。 

（「ありません」との発言） 

 

特になければ、以上で教育行政についての事務報告を終わらせていただき

ます。 

 

本日は議題10件です。議案第１号「網走市教育委員会が保有する個人情報

の保護に関する規則制定について」を上程いたしますので、事務局の説明

をお願いします。 

 

高橋学校教育課長   議案書の１ページから２ページと教育委員会資料の１ページをご覧願い

ます｡ 

 

ただ今、ご上程いただきました議案第１号「網走市教育委員会が保有する

個人情報の保護に関する規則制定について」ご説明申し上げます。 

 

制定の趣旨でございますが、「デジタル社会の形成を図るための関係法律

の整備に関する法律」附則第１条第７号に掲げる規定により、「個人情報

の保護に関する法律」が改正され、「網走市個人情報保護法施行条例」が

制定されたことに伴いまして、教育委員会が保有する個人情報の保護に関

し必要な事項を定めようとするものでございます。 

 

内容としましては、教育委員会が保有する個人情報の保護に関する規則と

して、網走市個人情報保護法施行細則の例によることを定める規定と、現

行の「網走市教育委員会の所管に係る網走市個人情報保護条例施行規則」

を廃止することを定める規定となっております。 

 

施行期日につきましては、公布の日から施行し、制定後の「網走市教育委

員会が保有する個人情報の保護に関する規則」は、令和５年４月１日から
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適用するものでございます。 

 

以上、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

 

岩永教育長      ただ今、議案第1号につきまして、提案理由の説明がございました。 

これにつきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けした

いと思います。 

 

佐々木委員      教育委員会が保有する個人情報とは、どういう範疇で理解すればよいでし

ょうか。例えば、いろいろ給食の委員の会議体があったりして、その名簿

が名を連ねている方々のお名前も個人情報だったりする把握だと思いま

すし、例えば委員とかには知らされてないですけど、委員会の中で、直近

だといじめの問題に関わるような、子どもたちの名前を含めた、広い意味

での個人情報になるのか、そこの線引きというか、範疇がよくわからなく

て、どう捉えていいのかなという気がしたんですけど、わかる範囲で教え

てください。 

 

高橋学校教育課長   個人情報ですが、取り扱いとしましては、市長部局と教育委員会の取り扱

い、といった大きなくくりになるかと思います。市長部局と教育委員会も

同じですけれども、佐々木委員もおっしゃった通り、個人名に係る部分、

個人を特定できる部分、すべて個人情報の取り扱いになろうかと思います。

今回の制定につきましては、国の個人情報保護法が改正されたことにより、

市長部局側の条例も変わり、教育委員会もそれに倣うといった形で制定を

したところでございます。 

 

佐々木委員      国で法律が改正となって、網走市もそれに倣って変えますよということで

すよね。今までの条例だとズレが出てくるから、国で新しくなった法律を

取り入れて、網走市の条例も規則も変えますよということで、いいでしょ

うか。 

 

高橋学校教育課長   国の法律が改正されたことは間違いないですけれども、国自体の個人情報

保護の取り扱いは、非常に煩雑で、各自治体は独自に条例を定めていて、

そこもボリュームがあったということでした。今回の改正によりまして、

それがスリム化されたということです。法に委任しているという形で、各

自治体それぞれの条例で規定する項目がスリム化されたということです。

大元の法の中でほぼ動いているというような、今回の改正となっています。 

 

岩永教育長      他にはいかがでしょうか。 

（「ありません」との発言） 
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それでは、お諮りいたします。議案第1号について、原案のとおり決定す

ることに、ご異議ございませんか。 

（「ありません」との発言） 

 

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

 次に、議案第２号「網走市教育支援委員会委員の委嘱について」を上程い

たしますので、事務局の説明をお願いします。 

 

高橋学校教育課長   議案書の３ページから４ページと教育委員会資料の２ページをご覧願い

ます。 

 

ただ今、ご上程いただきました、議案第２号「網走市教育支援委員会委員

の委嘱について」ご説明申し上げます。 

 

この委員会は、心身に障がいのある就学予定者及び児童生徒の就学に対す

る学校教育法施行令第１８条の２によるところの「専門的知識を有する者

の意見」を聞く場として、網走市附属機関条例第３条別表に基づき、記載

のとおりの所掌事項を行なうことを目的に設置されております。 

 

委員構成につきましては、記載のとおり、各所属団体等からの推薦により

委嘱しており、現在の委員の任期は、令和５年６月３０日までとなってお

ります。 

 

委員会資料２ページ、網掛けの９名につきましては、今年の４月１日付け

の人事異動による転出や校務分掌の変更により解任され、委嘱予定者は新

たに各所属団体等から推薦のあった者９名を委員に委嘱しようとするも

ので、議案書の４ページに記載のとおりです。任期は前任者の残任期間で

あります令和５年６月３０日までとするものです。 

 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

岩永教育長      ただ今、議案第２号につきまして、提案理由の説明がございました。これ

につきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けしたいと

思います。 

（「ありません」との発言） 

 

それでは、ないようですのでお諮りいたします。議案第２号について、原

案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 
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（「ありません」との発言） 

 

                     異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

                     次に、議案第３号「網走市学校保健委員会委員の委嘱について」を上程い

たしますので、事務局の説明をお願いします。 

 

高橋学校教育課長   議案書の５ページから６ページと教育委員会資料の３ページをご覧願い

ます。 

 

ただ今、ご上程いただきました、議案第３号「網走市学校保健委員会委員

の委嘱について」ご説明申し上げます。 

 

この委員会は、市立学校における学校保健に関して、記載の所掌事項を行

うことを目的に設置されております。 

 

委員構成につきましては、各団体等からの推薦により委嘱しておりますが、

現在の委員の任期は、令和５年６月３０日までとなっております。 

 

委員会資料３ページ、網掛けの１名につきましては、本年４月１日付けの

人事異動により解任され、委嘱予定者は新たに所属団体から推薦のあった

者１名を委員に委嘱しようとするもので、議案書の６ページに記載のとお

りです。 

 

任期は前任者の残任期間であります令和５年６月３０日までとするもの

です。 

 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

岩永教育長      ただ今、議案第３号につきまして、提案理由の説明がございました。これ

につきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けしたいと

思います。 

（「ありません」との発言） 

 

 それでは、ないようですのでお諮りいたします。議案第３号について、原

案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

（「ありません」との発言） 

                      

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 
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次に、議案第４号「網走市奨学生選考委員会委員の委嘱について」を上程

いたしますので、事務局の説明をお願いします。 

 

高橋学校教育課長   議案書の７ページから８ページと教育委員会資料の４ページをご覧願い

ます。 

 

ただ今、ご上程いただきました、議案第４号「網走市奨学生選考委員会委

員の委嘱について」ご説明申し上げます。 

 

網走市奨学生選考委員会は、網走市奨学資金貸付条例施行規則の規定に基

づき設置されているもので、所掌事項につきましては、奨学生の選定、奨

学金の廃止、休止及び減額に係る事項について審議を行うことであります。 

 

各委員につきましては、記載のとおり各所属団体等からの推薦により委嘱

しておりますが、資料４ページの網掛けされた４名の委員につきましては、

人事異動により解任され、委嘱予定者は議案書８ページに記載のとおりで

ございます。 

任期は、前任者の残任期間である令和５年５月３１日までとするものでご

ざいます。 

 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

岩永教育長      ただ今、議案第４号につきまして、提案理由の説明がございました。これ

につきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けしたいと

思います。 

（「ありません」との発言） 

 

それでは、ないようですのでお諮りいたします。議案第４号について、原

案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

（「ありません」との発言） 

                      

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

次に、議案第５号「網走市サン育英奨学金選考委員会委員の委嘱について」

を上程いたしますので、事務局の説明をお願いします。 

 

高橋学校教育課長   議案書の９ページから１０ページと教育委員会資料の５ページをご覧願

います。 

 

ただ今、ご上程いただきました、議案第５号「網走市サン育英奨学金選考
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委員会委員の委嘱について」ご説明申し上げます。 

 

網走市サン育英奨学金選考委員会は、網走市給付型奨学金支給規則の規定

に基づき設置されます。所掌事項につきましては、奨学生の選定、奨学金

の廃止、休止及び返還に係る事項について審議を行うことであります。 

 

各委員につきましては、資料の５ページに記載のとおり人事異動により解

任され、委嘱予定者は、議案書１０ページに記載のとおりでございます。 

任期は、前任者の残任期間である令和５年８月３１日までとするものでご

ざいます。 

 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

岩永教育長      ただ今、議案第５号につきまして、提案理由の説明がございました。これ

につきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けしたいと

思います。 

（「ありません」との発言） 

 

それでは、ないようですのでお諮りいたします。議案第５号について、原

案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

                     （「ありません」との発言） 

                      

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

次に、議案第６号「網走市いじめ問題調査委員会委員の委嘱について」を

上程いたしますので、事務局の説明をお願いします。 

 

 

高橋学校教育課長   議案書の１１ページから１２ページと教育委員会資料の６ページをご覧

願います。 

 

ただ今、ご上程いただきました、議案第６号「網走市いじめ問題調査委員

会委員の委嘱について」ご説明申し上げます。 

 

この委員会は、いじめ防止対策推進法第２８条第１項に基づく調査を行う

ために設置するもので、本年３月１５日開催の第１回臨時教育委員会で、

現委員の委嘱につきまして、ご承認いただいたところでございますが、議

案書１２ページの「７の解任予定者」の２名につきましては今回、取り扱

う事案の利害関係人であるため、調査委員を解任し、新たに「６の委嘱予

定者」２名につきまして委嘱しようとするものでございます。 
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以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

岩永教育長      ただ今、議案第６号につきまして、提案理由の説明がございました。これ

につきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けしたいと

思います。 

（「ありません」との発言） 

 

それでは、ないようですのでお諮りいたします。議案第６号について、原

案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

（「ありません」との発言） 

                      

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

次に、議案第７号「網走市教育委員会職員の任免について」を上程いたし

ますので、事務局の説明をお願いします。 

 

高橋学校教育課長   議案書の１３ページ、１４ページをご覧願います。 

 

ただ今、ご上程いただきました、議案第７号「網走市教育委員会職員の任

免について」ご説明申し上げます。 

 

令和５年５月１日付で、新たに新庁舎開設準備室参事の里見が学校教育部

学校教育課参事に命ぜられております。 

 

説明は、以上でございます。 

 

岩永教育長      ただ今、議案第７号につきまして、提案理由の説明がございました。これ

につきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けしたいと

思います。 

（「ありません」との発言） 

 

それでは、ないようですのでお諮りいたします。議案第７号について、原

案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

（「ありません」との発言） 

                      

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

次に、議案第８号「網走市社会教育委員の委嘱について」を上程いたしま

すので、事務局の説明をお願いします。 
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吉村社会教育部長   ただ今、ご上程いただきました、議案第８号「網走市社会教育委員の委嘱

について」ご説明申し上げます。 

 

議案書１５ページから１６ページ、あわせて資料７ページをご覧ください。 

 

社会教育委員は、網走市社会教育委員設置条例に基づき教育委員会が委嘱

するもので、職務は議案書１６ページの１に記載のとおりです。 

 

定数１０名中、学校教育関係者から選出されております木野村寧氏、吉田

昌広氏の異動により、新たに校長会から推薦のありました、第三中学校長

の平田和史氏と網走小学校長の畠山治夫氏の２名について、前任者の残任

期間である令和５年６月３０日まで委嘱しようとするものでございます。 

 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

岩永教育長      ただ今、議案第８号につきまして、提案理由の説明がございました。これ

につきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けしたいと

思います。 

（「ありません」との発言） 

 

それでは、ないようですのでお諮りいたします。議案第８号について、原

案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

（「ありません」との発言） 

                      

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

次に、議案第９号「網走市博物館協議会委員の委嘱について」を上程いた

しますので、事務局の説明をお願いします。 

 

博物館（米村）    ただ今、ご上程いただきました、議案第９号「網走市博物館協議会委員

の委嘱について」提案理由をご説明申し上げます。 

 

議案書１７ページから１８ページ、あわせて資料８ページの委員名簿をご

覧ください。 

 

博物館協議会は記載の通りの所掌事項の審議を行うものでありまして、定

数は１０名のところ、網走市校長会より、学校教育関係者として２名の方

を委員としてご推薦していただいていましたが、それぞれ異動により欠員

となっていましたので、校長会より第一中学校長の仲野寿浩氏と南小学校
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長の平野真奈美氏の２名をご推薦いただきましたことから、ここに博物館

協議会委員の委嘱予定者といたしました。新たな委嘱予定者は、前任者の

残任期間である令和５年８月３１日まで委嘱しようとするものでござい

ます。 

 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

岩永教育長      ただ今、議案第９号につきまして、提案理由の説明がございました。これ

につきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けしたいと

思います。 

（「ありません」との発言） 

 

それでは、ないようですのでお諮りいたします。議案第９号について、原

案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

（「ありません」との発言） 

                      

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

次に、議案第１０号「網走市図書館協議会委員の委嘱について」を上程い

たしますので、事務局の説明をお願いします。 

 

細川図書館長     ただ今、ご上程いただきました、議案第１０号「網走市図書館協議会委員

の委嘱について」ご説明いたします。 

 

議案書１９ページから２０ページ、あわせて資料９ページをご覧ください。 

 

図書館協議会委員は、網走市附属機関条例に基づき、教育委員会が設置す

るもので。所掌事項は議案書２０ページの１に記載の通りでございます。

定数１０名中、欠員の生じました１名の委嘱についてでございます。委嘱

予定者につきましては、学校教育関係者から選出されておりました、大谷

展生氏の退職によりまして、新たに校長会より推薦のありました、潮見小

学校長の橋本雄一郎氏を前任者の残任期間である令和５年８月３１日ま

で委嘱しようとするものでございます。 

 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

岩永教育長      ただ今、議案第１０号につきまして、提案理由の説明がございました。こ

れにつきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けしたい

と思います。 

（「ありません」との発言） 
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それでは、ないようですのでお諮りいたします。議案第１０号について、

原案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

（「ありません」との発言） 

                      

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

           以上で本日の案件につきましては、全て終了いたしましたが、その他、案

件以外で何かございますか。 

 

           なければ、以上をもちまして本日の教育委員会を閉会させていただきます。

お疲れさまでした。 

 

 【午後2時00分 閉会】 


